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議第４０号 瑞浪市職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

【制定趣旨】 

 市の幼児園を認定こども園に移行することにより、幼児教育・保育に関する事務が市長の事務部局

に集約されることから、事務部局ごとの職員定数を適正化する。 

【改正内容】 

 市長の事務部局及び教育委員会の事務部局の職員定数を適正化するための所要の改正 

【施行日】 

本条例の施行日は、令和７年４月１日とする。 

【新旧対照表】 

新 旧 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（定数） （定数） 

第２条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

第２条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとす

る。 

 区分 定数  区分 定数 

 市長の事務部局  333人  市長の事務部局 298人

 議会の事務部局 ５人  議会の事務部局 ５人

 （略） （略）  （略） （略）

 監査委員の事務部局 ３人  監査委員の事務部局 ３人

 教育委員会の事務部局 30人  教育委員会の事務部局 65人

 農業委員会の事務部局 ３人  農業委員会の事務部局 ３人

 （略） （略）  （略） （略）

２ （略） ２ （略） 

第３条 （略） 第３条 （略） 
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